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空
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整
備
法
施
行
令
の
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部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文
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空
港
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
空
港
用
地
）

（
空
港
用
地
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
空
港
用
地
は
、
航
空
機
の
離
着
陸
の
安

第
三
条

法
第
八
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
空
港
用
地
は
、
航
空
機
の
離
着

全
を
確
保
す
る
た
め
平
ら
な
空
地
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
す

陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
平
ら
な
空
地
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も

る
。

の
と
す
る
。

附

則

附

則

６

法
附
則
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
照
明
施
設
は
、
気
象
状
態
が
悪
い
場
合
で
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
高
度
以
上
の
高
度
に
お
い
て
は
滑
走
路
の
位
置
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
お
い
て
も
航
空
機
が
当
該
空
港
に
着
陸
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
た
め
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
航
空
灯
火
（
航

空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
航
空

灯
火
を
い
う
。
）
と
す
る
。

７

法
附
則
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
工
事
と
す
る
。

６

法
附
則
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
工
事
と
す
る
。

一

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
当
該
空
港
と
他
の
地
点
と
の
間
の
路
線
に

一

積
雪
又
は
凍
結
の
状
態
に
あ
る
滑
走
路
に
お
け
る
航
空
機
の
発
着
の
制
約
を
緩

お
け
る
輸
送
需
要
に
対
応
し
た
輸
送
力
を
有
す
る
航
空
機
が
発
着
す
る
こ
と
が
で

和
す
る
た
め
に
必
要
な
工
事

き
る
長
さ
を
超
え
て
そ
の
滑
走
路
を
延
長
す
る
工
事
及
び
当
該
工
事
と
併
せ
て
施

二

国
際
交
流
の
促
進
を
通
じ
た
地
域
経
済
の
発
展
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す

行
さ
れ
る
べ
き
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
若
し
く
は
照
明
施
設
の
改
良
又
は

る
た
め
に
必
要
な
工
事

空
港
用
地
の
造
成
若
し
く
は
整
備
の
工
事
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

積
雪
又
は
凍
結
の
状
態
に
あ
る
滑
走
路
に
お
け
る
航
空
機
の
発
着
の
制
約
を

緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
工
事

ロ

国
際
交
流
の
促
進
を
通
じ
た
地
域
経
済
の
発
展
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
工
事
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二

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
前
項
の
照
明
施
設
に
改
良
す
る
工
事
及
び

当
該
工
事
と
併
せ
て
施
行
さ
れ
る
べ
き
空
港
用
地
の
造
成
又
は
整
備
の
工
事
で
あ

つ
て
、
霧
に
よ
る
航
空
機
の
着
陸
の
制
約
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
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略
）
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（
略
）
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別
表
第
三
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
一
条
関
係
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名

称

位

置

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

久
米
島
空
港

沖
縄
県
島
尻
郡
久
米
島
町

久
米
島
空
港

沖
縄
県
島
尻
郡
具
志
川
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


